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住
民
サ
-
ビ
ス
の
更
な
る
向
上
の
た
め
に

-
時
代
に
即
応
し
た
組
織
･
機
構
の
見
喧
し
ー

河
内
町
で
は
､
現
在
進
め
て
い
る
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て
機
構
の
見
直
し

を
行
い
､
『
1
 
3
課
2
局
-
室
』
　
を
　
『
5
課
2
局
-
室
』
　
に
再
編
し
ま
し
た
｡
組
織

を
ス
リ
ム
化
し
､
親
切
で
わ
か
り
や
す
い
住
民
の
立
場
に
た
っ
た
行
政
運
営
を

推
進
す
る
た
め
､
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
､
便
利
で
迅
速
な
行
政
の
推
進
な
ど

心
の
か
よ
う
行
政
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
｡

新
体
制
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
｡

○
住
民
サ
-
ビ
ス
の
更
な
る
充
実
に

向
け
『
町
民
課
』
を
設
置

住
民
窓
口
､
各
種
保
健
･
医
療
･
福
祉
､

少
子
･
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
と
し
て
､

住
民
の
皆
さ
ん
へ
の
サ
-
ビ
ス
提
供
体
制

の
向
上
を
目
指
し
､
窓
口
業
務
や
相
談
業

務
の
機
能
の
一
元
化
を
図
り
類
似
･
関
連

す
る
施
策
を
同
一
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
行
え

る
よ
う
､
こ
れ
ま
で
の
3
課
　
(
住
民
課
､

保
険
年
金
課
､
福
祉
課
)
　
を
再
編
し
､
新

た
に
　
｢
町
民
課
｣
　
を
設
置
し
ま
し
た
｡

〇
一
体
的
な
都
市
基
盤
整
備
の
推
進

を
目
指
し
『
都
市
整
備
課
』
を
設
置

都
市
基
盤
整
備
の
ハ
-
ド
､
ソ
フ
ト
を

含
め
た
居
住
環
境
の
一
体
的
な
整
備
の
推

進
を
図
る
た
め
､
こ
れ
ま
で
の
3
課
　
(
建

設
課
､
都
市
計
画
課
､
水
道
課
)
　
を
再
編

し
　
｢
都
市
整
備
課
｣
　
を
設
置
し
ま
し
た
｡

事
務
所
は
､
水
道
管
理
事
務
所
に
な
り
ま

す
｡○

魅
力
あ
る
産
業
の
振
興
に
向
け

『
経
済
課
』
を
設
置

産
業
の
振
興
及
び
農
業
者
の
立
場
で
の

農
業
行
政
の
推
進
を
図
る
た
め
､
産
業
課

と
農
業
委
員
会
を
統
合
し
　
｢
経
済
課
｣
　
を

設
置
し
ま
し
た
｡
事
務
所
は
､
役
場
分
庁

舎
に
な
り
ま
す
｡

○
学
校
教
育
と
生
涯
学
習
の
充
実
に

向
け
『
教
育
委
員
会
事
務
局
』
を
設
置

学
校
教
育
課
と
生
涯
学
習
課
を
統
合
し

学
校
教
育
環
境
と
生
涯
学
習
講
座
及
び
文

化
振
興
の
更
な
る
充
実
を
目
指
し
　
｢
教
育

委
員
会
事
務
局
｣
　
を
設
置
し
ま
し
た
｡

今
回
の
組
織
改
正
で
次
の
よ
う
に
再
編

さ
れ
ま
し
た
｡

教
育
委
員
会

事

　

務

　

局

議
会
事
務
局
及
び
出
納
室
に
つ
い
て
は

従
前
ど
お
り
で
す
｡



《機溝改革後の各課の配置図〉
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(中央公民館隣)(水道事務所)

河内町長竿5294-3
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四〇297葛84- 2362

(役場分庁舎)
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(

組
締
改
正
(
膳
膳
改
革
)
の
ほ
か
肱
の
事
項
は
つ
い
て

循
政
敵
華
が
推
進
さ
れ
ま
し
た
｡

○
給
与
･
手
半
の
適
正
化
の
推
進

給
与
制
度
及
び
そ
の
運
用
に
つ
い
て
は
､

人
事
院
勧
告
を
尊
重
し
常
に
適
正
で
あ
る

よ
う
管
理
し
て
い
ま
す
｡
当
年
度
に
つ
い

て
は
旅
費
､
特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
見

直
し
を
行
い
ま
し
た
｡

･
特
殊
勤
務
手
当
を
見
直
し
行
旅
死
亡

人
等
の
死
体
処
理
作
業
以
外
は
原
則

支
給
廃
止
　
(
平
成
_
 
8
年
-
月
-
日
施

行
)

･
旅
費
　
(
日
当
)
　
を
見
直
し
特
別
職
を

含
め
原
則
支
給
廃
止
　
(
平
成
購
年
-

月
-
日
施
行
)

○
町
ホ
-
ム
ぺ
-
ジ
の

り
二
ユ
-
ア
ル

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
積
極
的

な
行
政
情
報
の
更
新
を
目
的
に
町
ホ
-
ム

ペ

-

ジ

を

4

月

-

日

ソ

二

ユ

-

ア

ル

し

ま

し
た
｡



私
た
ち
の
身
体
は
年
齢
と
と
も
に
少
し

ず
つ
衰
え
て
い
き
ま
す
が
､
歯
も
例
外
で

は
あ
り
ま
せ
ん
｡
永
久
歯
は
､
人
に
よ
っ

て
差
は
あ
る
も
の
の
､
全
部
で
2
8
-
3
2
本

で
す
｡
現
在
の
日
本
で
は
働
き
盛
り
の
4
0

歳
ご
ろ
か
ら
衰
え
始
め
､
徐
々
に
減
っ
て

い
き
8
0
歳
の
人
で
は
平
均
約
4
本
と
い
う

統
計
デ
ー
タ
　
(
左
ペ
-
ジ
の
グ
ラ
フ
参
照
)

も
あ
り
ま
す
｡

永
久
歯
は
､
_
 
2
歳
く
ら
い
に
生
え
そ
ろ

い
　
(
親
知
ら
ず
除
く
)
　
永
久
歯
列
が
完
成

し
ま
す
｡
そ
し
て
､
2
0
歳
前
後
に
第
3
大

臼
歯
　
(
親
知
ら
ず
)
　
が
生
え
て
き
ま
す
｡

親
知
ら
ず
は
､
歯
列
の
一
番
後
ろ
で
生
え

る
場
所
が
な
い
と
こ
ろ
に
生
え
て
く
る
の

で
横
向
き
に
生
え
て
し
ま
っ
た
り
し
て
､

上
下
の
噛
み
合
せ
が
う
ま
く
い
く
こ
と
が

少
な
く
､
親
知
ら
ず
の
歯
冠
の
周
囲
が
腫

れ
て
し
ま
い
痛
く
な
り
抜
歯
す
る
こ
と
が

多
く
な
る
の
で
す
｡

み
な
さ
ん
は
､
自
分
の
歯
が
何
本
あ
る

か
ご
存
知
で
す
か
?
冒
頭
に
も
書
い
た
よ

う
に
､
歯
も
年
齢
と
と
も
に
衰
え
て
き
ま

す
｡
生
ま
れ
つ
き
の
歯
質
､
歯
の
手
入
れ

が
良
い
人
､
甘
い
も
の
が
好
き
な
人
､
タ

バ
コ
を
吸
う
人
､
ス
ト
レ
ス
の
多
い
人
な

ど
生
活
環
境
の
違
い
で
歯
の
健
康
も
左
右

さ
れ
る
の
で
す
｡

《
虫
竃
と
歯
周
病
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
)

歯
を
失
う
2
大
原
因
は
､
虫
歯
と
歯
周

病
　
(
歯
槽
膿
漏
)
　
で
す
｡
中
年
に
な
る
ま

で
は
虫
歯
で
歯
を
失
っ
て
い
く
こ
と
が
多

い
で
す
が
､
中
年
以
降
は
歯
周
病
が
歯
が

失
わ
れ
る
大
き
な
原
因
と
な
り
ま
す
｡
虫

歯
は
､
-
本
ず
つ
で
す
が
､
歯
周
病
は
症

状
が
進
ん
で
し
ま
う
と
虫
歯
に
な
っ
て
い

な
い
健
康
な
歯
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
､
次
々

に
多
く
の
歯
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
｡

温
　
　
灸
8
0
2
0
運
動
)

厚
生
労
働
省
で
は
　
｢
8
0
歳
に
な
っ
て
も

2
0
本
の
自
分
の
歯
を
保
ち
ま
し
ょ
う
｣
　
と

い
う
8
0
2
0
運
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
｡

2
0
本
以
上
の
歯
が
あ
れ
ば
､
ほ
と
ん
ど
の

食
べ
物
を
噛
み
く
だ
く
こ
と
が
で
き
､
お

い
し
く
食
べ
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡

実
際
に
､
8
0
歳
を
超
え
て
2
0
本
以
上
の
歯

が
あ
る
人
は
毎
旦
九
気
に
過
ご
し
て
い
る

こ
と
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
､
8

o
2
0
の
大
切
さ
が
認
め
ら
れ
て
き
て
い

ま
す
｡
ま
た
､
茨
城
県
歯
科
医
師
会
で
は

同
じ
よ
う
な
意
味
か
ら
6
4
2
4
　
(
6
4
歳

で
2
4
本
)
　
運
動
も
提
唱
し
て
い
ま
す
｡

《
歯
を
残
す
た
め
に
)

写
真
は
､
長
竿
小
学
校
で
の
歯
の
健
康

に
つ
い
て
の
授
業
の
様
子
で
す
｡
小
学
生

の
う
ち
か
ら
歯
の
大
切
さ
や
歯
磨
き
の
習

慣
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
｡
ま

た
､
金
江
津
中
学
校
で
は
､
生
徒
が
自
主

的
に
歯
磨
き
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
｡
そ

の
結
果
､
卒
業
生
の
中
か
ら
　
｢
良
い
生
活

習
慣
が
身
に
つ
い
た
｣
　
と
い
う
う
れ
し
い



歯について学び､実際に染め出し液を

使って歯のみがきつらい部位の確認を

している子どもたち

各年齢における残歯数
(参考)平成5年歯科疾患実態調査報告

30歳　40歳　50歳　55歳　60歳　65歳　70歳　75歳　80歳

2了　　25　　23　　22　　18　　14　　11　　6　　　4

年　齢

(歳)

残歯数
(本)

※歯の本数は全体の本数を28本とした場合の数値になります｡

広●轍かわぢ
臆平成18争与月　tll初i/の■

報
告
も
聞
き
ま
す
｡

予
防
は
､
日
ご
ろ
か
ら
の
き
ち
ん
と
し

た
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
か
ら
で
き
ま
す
｡
虫
歯

は
､
口
の
中
の
細
菌
が
つ
く
る
　
｢
酸
｣
　
が

原
因
で
で
き
ま
す
｡
こ
の
菌
が
､
食
べ
か

す
に
含
ま
れ
る
糖
分
と
と
も
に
歯
垢
を
つ

く
り
､
酸
を
出
し
て
歯
を
む
し
ば
む
の
で

す
｡
虫
歯
を
予
防
す
る
に
は
､
歯
磨
き
を

励
行
し
､
食
べ
か
す
を
き
れ
い
に
落
と
し

口
の
中
を
清
潔
に
保
つ
こ
と
が
一
番
で
す
｡

バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
食
事
を
心
が
け
た
り
､

よ
く
噛
ん
で
食
べ
る
こ
と
も
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
に
な
っ
て
き
ま
す
｡

歯
の
寿
命
を
延
ば
し
て
､
健
康
に
暮
ら

し
て
い
く
た
め
に
は

①
詣
磨
き
な
ど
の
習
慣
と
食
生
活
を
含
め

た
正
し
い
生
活
習
慣
を
定
着
さ
せ
る
こ
と

②
早
期
発
見
及
び
早
期
治
癒
を
徹
底
す
る

こ
と

が
大
切
で
す
｡
い
つ
ま
で
も
自
分
の
歯
で

楽
し
く
生
活
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
｡

(
写
真
提
供
‥
長
竿
小
学
校
)

(
監
修
)
久
米
歯
科
医
院
院
長
久
米
　
清



茨城県側から見た若草大橋

訪問児童梱談を実施します

子育て､不登校などの児童に関するあらゆる問

題について相談に応じますのでご利用ください｡

なお､希望者は事前の予約が必要となります｡

日　程　6/23, 8/22, 10/24, 12/19, 2/21

会　場　龍ヶ崎市保健センタ-

龍ヶ崎市馴馬28 5 5

予約先　龍ヶ崎市役所児童福祉課
曾0297-64-1111

問合せ　茨城県土浦児童相談所　相談課
曾029-82l臆4595

宏轍かわ5
職18争_A_ノブ(1o｣｣6)

5　3　2　2　1

2　5　5　5　0　5

0　0　0　0　0　0

円　円　円　円　田　円

配す帽地方塵芥処理組台惰報公開制度の
蓮田状況をお知らせいたします

平成17年度の運用状況は､以下のとおりでした｡
･情報公開請求の件数　　　2件

･情報公開決定の件数　　　2件

･不服申立ての件数　　　　0件

今後とも,本制度の積極的なご利用と,組合運

営に対するご理解とご支援をいただきますようお

願いいたします｡

問合せ　龍ヶ崎地方塵芥処理組合

総務課　庶務係

曾0297-60- 1777

若
草
大
橋
有
料
道
路
の
開
通
し
ま
し
鴨

平
成
1
3
年
度
か
ら
着
手
し
て
あ
り
ま
し
た
､
若
草
大
橋
有
科
道
路
が
こ
の
た
び
完
成
し
､
4
月
1
8
日
(
火
)
に
開
通
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
｡

若
草
大
橋
有
料
道
路
は
茨
城
･
千
葉
県
境
を
流
れ
る
利
根
川
の
茨
城
県
内
に
お
い
て
1
9
番
目
に
架
け
ら
れ
た
道
路
橋
で

す
｡
今
回
の
開
通
に
よ
り
､
利
根
川
上
流
側
の
栄
橋
や
下
流
側
の
長
豊
橋
の
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
の
緩
和
が
図
ら
れ
､
ま

た
､
茨
城
･
千
葉
両
県
の
経
済
･
文
化
の
､
活
発
な
交
流
が
進
み
､
両
県
の
魅
力
あ
る
地
域
の
発
展
が
一
層
進
む
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
｡

若
草
大
橋
は
､
県
道
美
浦
栄
線
バ
イ
パ

ス
事
業
の
な
か
の
　
『
第
二
栄
橋
有
料
道
路

事
業
』
　
と
し
て
平
成
_
 
3
年
か
ら
工
事
が
進

め
ら
れ
て
き
ま
し
た
｡

こ
れ
ま
で
は
､
利
根
川
の
上
流
側
に
あ

る
栄
橋
　
(
利
根
町
)
　
か
ら
帖
㌔
下
流
に
あ

る
町
内
の
長
豊
橋
ま
で
橋
が
な
く
朝
夕
時

に
交
通
渋
滞
が
慢
性
的
に
発
生
し
て
い
ま

し
た
｡
こ
の
開
通
に
よ
り
､
両
橋
の
渋
滞

緩
和
に
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
｡

若
草
大
幅
有
料
道
路

章
票
の
脳
酉

･
有
料
道
路
名
　
若
草
大
橋
有
料
道
路

･
路
　
線
　
名
　
県
道
美
浦
栄
線

･
工
事
区
間
　
茨
城
県
北
相
馬
郡
利
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継
◆問合せ先◆町民課障害福祉係曾84-21 1 1 (内線1了5)

◇手帳制度

対象者

内　　容

視覚､聴覚､平衡機能､音声言語機能､そしやく機能､肢体不自由､心臓機能､じん臓機能､
呼吸器機能､ほうこう･直腸機能及び小腸機能に永続する障害がある者｡

障害の程度により手帳の等級には1級へ6級までの区分があります｡同一等級の障害が2つ
以上ある場合､手帳は-級上になる場合があります｡

援護内容　補装具･日常生活用具の給付､税金の控除及び減免等｡

尋鵬:窯業欝雑器講説獣j謁:籍護護:㌫鰐誤蔀机j鵬報:蛸j
計内　容iQ等の判定により､ ④(最重度)､ A(重度)i B(中度)i C(経度)の区分があります｡

音　　　　　　特別児童扶養手当の受給(18歳未満),障害児福祉手当の受給(18歳末満),在宅障害児福祉手
手l援護内容　当の受給(20歳未満の障害児福祉手当未受給者),税金の控除及び減免､医療福祉費支給制度

帳l　　　　の適用等｡

有効期限　療育手帳に記載されている次の判定年月まで｡ (更新には再判定が必要となります｡)

対象者　精神の疾患により､日常生活や社会生活に制約がある者｡

内　　容
1級へ3級まであります｡ 1級及び2級は国民年金の障害基礎年金の1級及び2級と同程度
です｡

援護内容　医療福祉制度(1級)､税金の控除及び減免､県立施設入場料の減免等｡

有効期限　2年間(更新が必要な時には有効期限の切れる3か月前から更新申請ができます｡)

◇自立支援法

壁

身体･知的･精神に障害のある者(手帳所持者)に対して､ホ-ムヘルパ-の派遣･デイサ-

内　　容　ビス･短期入所の利用へ　施設等への入所･適所による訓練等のサ-ビス｡(介護保険制度が

優先となります｡)

要　　用　利用料の1割負担です｡

医畠内　容身体障害の更生に必要な医療や､精神疾患の治療を受けるための医療の医療費の助成o

療轟費　用医鮪が1割負担となります｡

広●穀かわぢ
平成18年jj　個j44の
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◇福祉手当の支給

篇対象者
児

心身に著しく障害のある20歳末満の児童の生活に役立てるために､その児童を家庭で養育
している者｡ (障害の種類･等級等に-定の条件があります｡)

董　支給額1級/月額50,了50円､ 2級/月額33,800円(平成18年4月1日現在)
扶　　　　受給者とその扶養義務者について-定以上の所得があった場合は支給されません｡

葦　支給制限なおへ児童が福祉搬等に入所している場合や児童が障害による公的年金を受けることが
当　　　　　　出来るときは支給されません｡

榊 対象者 在宅で心身に著しく重度の障害があるためへ　日常生活において常時特別の介護を必要とす
る程度の状態にある20歳以上の者｡ (障害の種類,等級等に-定の条件があります｡)

闇支給額月額26･440円(平成18年4月1日現在)受給者､扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません｡

::輔j噸
施設に入所しているときへ　又は､医療機関に3か月を超えて入院しているときは支給され
ません｡

聖服: :j鵜崇諾j藍::㌫誌j蒜::薯竺慧諾凝議票譜:‡:j打稚:膳
晃
福　支給額　月額14,380円(平成18年4月1日現在)
祉

看　支給制限

対象者

受給者､扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません｡障害による公的年金を
受けることが出来るとき､又は､施設に入所しているときは支給されません｡

心身に障害のある20歳末満の児童を家庭で介護している者｡ (障害の種類･等級等に-定の
条件があります｡)

支給額　月額3,000円(平成18年4月1日現在)

支給制限　施設に入所しているとき､又は､障害児福祉手当を受給しているときは支給されません｡

◇補装具の交付･修理

対象者

種　　類

身体障害者手帳の交付を受けている者でへ　その障害の程度に応じ判定の結果補装具が必要と認め
られた者｡ (介護保険制度が優先となります｡)

視覚障害:盲人安全杖,義眼へ　眼鏡､点字器等　　肢体不自由:義肢へ　装具､車いす､歩行器等
聴覚･言語機能障害:補聴器へ　人工喉頭等　　　　ほうこう･直腸障害:ストマ用装具

費　　用　世帯の課税状況等により〇割負担していただきます｡

◇日常生活用具の給付･貸与

対象者

種　　類

在宅の自力で日常生活を営むことが困難な重度の身体障害者､心身障害者(児)｡
(介護保険制度が優先｡障害の種類･等級等に一定の条件があります｡)

盲人時計､聴覚障害者用屋内信号装置へ　特殊マット,体位変換器へ　電気式たん吸引器へ　自動消火
器等｡

費　　用　世帯の課税状況等により-部負担していただきます｡

◇重度障害者(児)住宅リフォ-ムの助成

対象者

内　　容

g

身体障害者手帳(下肢･体幹又は乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害が, 1級又
は2級)及び､療育手帳(④)の交付を受けている者｡ (介護保険制度が優先｡所得制限があります｡)

室内外における移動を容易にするためや,廊下,浴室へトイレ等の使用を容易にするための改造
に要する費用(80万円を限度)の4分の3 (60万円)以内を助成します｡

◇自動車税･自動車取得税の免除

条　　件
身体障害者本人が使用するか､又は　重度の身体障害者･知的障害者･精神障害者の通院等に使
用する章1台(自家用に限ります｡)のみ免除｡

◇有料道路通行料金の減免

条　　件
身体障害者本人が運転するか,又はへ　重度の身体障害者･知的障害者が乗車し介護者が運転する
車1台のみ､有料道路を利用する際に通行料金が半額免除となります｡

◇N H K受信料の減免

身体障害者が属する世帯で町長が低所得であると認める世帯や､重度の知的障害者が属する世帯
条　　件　でその世帯全員が町民税非課税である場合は全額免除｡視覚障害者･聴覚障害者が世帯主の場合

や肢体不自由者(1 ･ 2級のみ)が世帯主の場合は半額免除となります｡

広~寂かわら
平成18年5月　個的4j)



町民の快適な健康づくりの推進を目指して

I.I-因i貴重こ三- _=≡現題
一親子で虫歯予防をして虫歯ゼロを目指しましょう!-

6月4日から1週間は､翁の衛生週間です｡

河内町では,全国や近隣市町村に比べて乳幼

児の虫歯の割合が高くなっている現状にあり

ます｡家族みんなで意識を高めて虫歯を予防

しましょう｡

子ともの虫歯の特徴

子どもの翁(乳歯)は､大人の歯(永久歯)に比べて大変やわらかく虫歯iこなりやす

いです｡また､乳歯も永久歯も生えてきたばかりの歯は未成熟で､これも虫歯になりや

すく､その進行もとても早いのか特徴です｡そのため､子どもの虫歯には注意が必要で､

特に食生活や歯あがきなど､自分でコントロ-ルできない子どもの虫歯は､保護者の管

理がとても必要です｡

虫輯iこおりやすい生活菩恰

虫誌を発症･増加させる原因として挙Iプられる項目は､

①甘いお菓子をほぼ毎日食べる習慣がある

②甘い飲み物をほほ毎日飲d3習慣がある

③ 1歳半をすぎても断乳していない(又は轟る前こ授乳している)

④翁が生えそろった後もほ乳瓶を使用している

といったものが挙Iプられています｡

子どもの虫歯予防はi歳7ケ目からのi年か重曹

虫講の原因となる細菌(特Iこミユ-タンス菌)は､生まれたばかりの赤ちゃんには存

在しません｡それらの多くは､主iこ母親などの家族から乳幼児期に感染することがさま

ざまな研究から判明しています｡特に奥歯のはえだす1歳半ころから2歳半こうまでは

『感染の窓』と呼ばれ､この時期に感染することが最も多いといわれています｡それ以降

iこなると口の中の細菌のバランスが決まってくるので感染の可能性は低くなってきます

がへ　この時期に感染すると虫歯原因菌は優勢Iこなり､生涯虫歯原因菌とおっさあいする

ことiこなります｡

宏戯かわ5
平成18争,JH (1o｣｣6)



河内町の子ともたちの塊状

河内町Iこあけるう歯保有児割合を茨城県の平均をと比較すると､ 1歳半児では県平均

を少し上回る程度が､ 3歳児になると約1.了倍に増加していることがわかります｡

河内町と茨城県のう歯保有児割合比較(平成15年度)

1歳半児健診　　　2歳児健診　　　　3歳児健診

河　内　町　　　　　5.5%　　　　1 5　7%　　　　61 8%

県平均　　　　　4.3%　　　　　　　　　　　　　　36.9%

虫歯を予防するためIこ

①だらだら食べない　②よく噛んで食べる　③特に譲る前の茜みがさをきちんとする

④甘いものをとり過ぎない　⑤歯の質を強くする(フッ素塗布) ⑥定期検診を受iナる

などが大切です｡

生涯虫歯に苦しd=か､虫歯を知らずに過ごせるかは､子どもの時期のケアによって大

きく左右されます｡子どもの虫歯をつくらないためiこ､正しい知識を持って最適なケア

を行い､虫歯ゼロを目指しましょう!

g
広:轍かわち
減1擁手｡-ノブ(1o /′6)
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河内町が騰造散華指図こ

離されました十十十
-福祉有償避遮セダン型車両特区-

4月18日､首相官邸にて政府の構造改革

特区の認定書授与式が行われ,小泉純-郎

首相から野高田長に認定書が交付されまし

た｡

河内町は昨年7月の地域再生計画(下水

道整備計画)に続いての認定となりました｡

福祉有償運送セダン車両特区は､特定非営

利活動法人(NPO法人)などが,セダン

型の自家用車を使い,実費程度で高齢者や

障害者などの有償運送を行うものです｡日

常の移動手段の確保が難しい高齢者や障害

者の生活の利便性の向上させることで､家

族の移動及びそれに伴う介護に要する負担
の軽減を図ることができます｡また､これ

により,利用者の社会参加と介護者の就労

機会の促進を図り､住み慣れた河内町で生

き生きと暮らしていただくためのサ-ビス

です｡

小泉首相と記念撮影する野高町長( 4月18日首相官邸iこて)

地域創れあい事業開催幅竿地図
3月25日､青少年育成河内町民会議主催による『地域

ふれあい事業』が中央公民館を会場に開催されました｡

『地域ふれあい事業』は少子化が進み,子ども会活動が難

しくなってきている中､地域ぐるみで子どもたちを育て

ることを目的に平成16年度から各小学校区ごとに実施し

ているものです｡今回は､高校生ボランティアの参加協

力もあり､周辺の空き缶拾いのあと､映画鑑賞やビンゴ

ゲ葛ムをして､みんなで楽しい時間を過ごしました｡

㊨問合せ先

青少年育成河内町民会議(教育委員会事務局)

曾84葛2843

I_発東映⑧/-し一二曾I‖l

広~捌かわぢ
平成I8争5方　角b｢付の

¥
二

日
日
月

古
い

-
-
-
I
/

(
○
)

｢廿

-
河
内
ゆ
か
り
の
俳
人
岡
野
桑
川
-

護
審
議
会
委
員
で
あ
る
鈴
木
久
先
生
　
(
龍

ヶ
崎
市
在
住
)
　
が
寵
ケ
崎
市
歴
史
民
俗
資

料
館
で
講
演
を
行
い
ま
し
た
｡
講
演
で
は
､

籠
ケ
崎
市
の
岡
野
幹
夫
家
に
保
存
さ
れ
て

い
た
貴
重
な
資
料
を
も
と
に
河
内
町
庄
布

川
出
身
の
曲
流
舎
七
世
岡
野
糸
川
　
(
当
時

龍
ヶ
崎
市
半
田
)
　
の
活
動
を
通
し
て
､
金

江
津
の
曲
流
舎
　
(
初
世
海
保
可
川
)
　
の
こ

と
な
ど
幕
末
･
明
治
期
の
常
総
俳
諸
事
情

に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
｡
当
日
は
､
定

員
を
越
え
る
盛
況
ぶ
り
で
､
参
加
者
は
先

生
の
話
に
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
｡

歴
史
講
演
会
開
催
俳
鵠
靖
子
彊
醜
弼
脱

饗
○
○
　
¥
}
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団園田田園団団団団団団団団園田

題
必殺かわぢ
I/I/吸'/,9在ナノI (1o l｣6i)

平成18年度

河内町消陽固
4月23日.新入団員任命書交付式が中央公民館

で行われました｡今年は､ 19名が新たに河内町消

防団に加わり､緊張のなか平月i団長より任命書の

交付を受けました｡またへ　新入団員を代表し岩澤

賢司さん(第3分団)が新入団員宣誓を行いまし

た｡平成18年度河内町消防団の本部役員(写真左)

と各団長を紹介します｡

宣誓する　岩澤　賢司さん

密生確認を忘れ拭いで
-交通畜生教室開催(盆江削噂腺)- (

高

橋

　

　

博

菊
地
　
真
一

斎

藤

　

　

渉

瀬
尾
　
正
治

斎
藤
　
克
也

高
橋
　
正
人

青
野
　
宏
士

古
手
　
泰
貴

佐
々
木
祐
次

本
部
役
員

団

　

長

　

　

平

川

　

和

文

副
団
長
　
　
諸
岡
　
周
示

副
団
長
兼
第
-
方
面
隊
長

大

野

　

　

貢

第
2
方
面
隊
長

鈴
木
　
俊
寿

副
団
長
兼
第
2
方
面
隊
長

本
橋
　
祐
一

池
田
　
正
人

野

高

　

　

輝

山

田

　

　

浩

篠

原

　

　

武

中
沢
　
英
治

細
井
　
秀
紀

野
沢
　
浩
昭

篠

本

　

　

明

垣

沼

　

　

実

伊
藤
　
英
一

酒

井

　

　

妥

吉
田
　
孝
之

塚
本
　
智
文

千
代
倉
恵
子

4
月
2
4
日
､
金
江
津
小
学
校
で
交
通
安
全
教
室

が
行
わ
れ
ま
し
た
｡
当
日
は
､
竜
ヶ
崎
警
察
署
か

ら
巡
視
員
2
名
､
金
江
津
駐
在
員
を
講
師
に
迎
え

交
通
安
全
に
つ
い
て
の
お
話
の
あ
と
交
通
量
の
多

い
道
路
や
狭
い
T
字
路
な
ど
で
の
自
転
車
の
安
全

な
乗
り
方
や
歩
行
の
仕
方
な
ど
を
学
習
し
ま
し
た
｡

ま
た
､
人
形
を
使
っ
て
の
衝
突
実
験
も
お
こ
な
わ

れ
､
あ
ま
り
の
衝
撃
の
大
き
さ
に
児
童
は
あ
ら
た

め
て
事
故
の
怖
さ
､
交
通
安
全
の
大
切
さ
を
再
認

識
し
て
い
ま
し
た
｡



音≡

l~｢　　1

◇経自動車税全期◇

◇豊田新利根土地改良1期◇

◇牛久沼土地改良前期◇

徴収日は5月31日です

聾悪◎ぎ萬㈲
(4月分) (敬稿嶋)

㈱常陽銀行　竜崎支店

防犯ベル100個

一　河　内　町　へ　音

源清田小学校

平成17年度5学年-同

15i OOO円

一社会福祉協議会ヘ　音臆臆

皆様からお預かりした寄付金
等は,趣旨に添って大切に使
わせていただきます｡

ありがとうございました｡

圧殺かわら
平成18争5月　個旧すβ)

生
活

水
戸
地
方
法
務
局
か
ら
の

あ
知
ら
せ

【
無
料
法
務
総
合
相
談
所
開
設
】

登
記
､
供
託
､
戸
籍
･
国
籍
､

人
権
擁
護
な
ど
法
務
局
で
取
り
扱

う
業
務
全
般
に
つ
い
て
､
職
員
及

び
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
｡
秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
｡

◆
日
　
時

平
成
_
8
年
6
月
4
日
　
(
日
)

午
前
_
o
蒔
く
午
後
4
時
ま
で

◆
場
　
所
　
龍
ヶ
崎
市
中
柴
5
-

-
-
2
　
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

｢
サ
プ
ラ
｣
　
(
2
F
多
目
的
ホ
ー
ル
)

◆
料
　
金
　
無
料

【
電
話
相
談
時
間
の延

長
に
つ
い
て
】

平
日
の
業
務
取
扱
時
間
中
　
(
午

前
8
時
3
0
分
か
ら
午
後
5
時
ま
で
)

に
応
じ
て
い
ま
す
電
話
相
談
に
つ

い
て
､
専
用
の
電
話
番
号
を
設
置

し
て
､
受
付
時
間
を
延
長
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
｡

◆
期
　
間

平
成
1
 
8
年
6
月
1
日
　
(
木
)
　
か

ら
9
日
　
(
金
)
　
ま
で
の
了
日
間

⇔
延
長
時
間

午
後
5
時
か
ら
6
時
ま
で

◆
相
談
内
容
　
ど
ち
ら
に
つ
い
て

も
法
務
局
の
取
り
扱
う
業
務
全
般

(
境
界
争
い
､
相
続
･
贈
与
･
売

買
な
ど
の
登
記
手
続
､
抵
当
権
の

抹
消
手
続
き
､
地
代
家
賃
の
供
託

手
続
き
､
戸
籍
の
届
出
方
法
､
成

年
後
見
制
度
､
サ
ラ
金
の
取
立
て

問
題
､
夫
婦
･
親
子
な
ど
の
家
庭

内
の
問
題
､
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
､

セ
ク
ハ
ラ
､
子
ど
も
の
い
じ
め
､

D
V
問
題
な
ど
)

シ
問
合
せ
先

水
戸
地
方
法
務
局
総
務
課

皿

o

2

9

-

2

2

7

-

9

9

1

-

｢
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の

救
済
に
関
す
る
法
律
｣
に
よ

る
救
済
給
付
の
あ
知
ら
せ

労
災
保
険
法
な
ど
で
補
償
さ
れ

な
い
石
綿
に
よ
る
中
皮
態
や
肺
が

ん
を
発
症
し
て
い
る
方
及
び
こ
の

法
律
の
施
行
前
に
こ
れ
ら
の
疾
病

を
発
症
し
死
亡
し
た
方
の
ご
遺
族

に
対
し
て
､
医
療
費
な
ど
の
救
済

給
付
が
支
給
さ
れ
ま
す
｡

認
定
申
請
な
ど
の
受
付
け
は
県

内
保
健
所
で
も
し
て
い
ま
す
の
で
､

心
当
た
り
の
あ
る
方
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
｡

◆
救
済
給
付
の
内
容
　
(
給
付
額
)

･
医
漂
費
　
(
自
己
負
担
分
)

･
療
養
手
当

(
1
0
3
,
8
7
0
円
/
月
)

･
葬
祭
料
　
(
1
9
9
-
0
0
0
円
)

･
特
別
遺
族
弔
慰
金

(

2

･

8

0

0

･

0

0

0

円

)

･
特
別
葬
祭
料

(

-

9

9

･

0

0

0

円

)

･
救
済
給
付
調
整
金
　
(
調
整
額
)

◆
申
請
･
問
合
せ
先

(
独
)
環
境
再
生
保
全
機
構

園

o

1

2

0

(

3

8

9

)

9

3

1

竜
ヶ
崎
保
健
所

Ⅲ

o

2

9

了

-

6

2

-

2

1

7

2

自
動
車
税
は

納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

自
動
車
税
は
､
必
ず
納
期
限
ま

で
に
納
め
ま
し
ょ
う
｡
納
期
限
が

過
ぎ
る
と
督
促
状
が
送
付
さ
れ
､

自
動
車
税
の
他
に
延
滞
金
も
加
算

さ
れ
ま
す
｡

◇
対
象
者
　
毎
年
4
月
-
日
現
在

の
自
動
車
の
名
義
人

㊥
納
期
限
　
5
月
3
 
-
日

㊥
納
付
方
法

･
最
寄
り
の
銀
行
､
信
用
金
庫
､

農
業
協
同
組
合
な
ど
の
金
融
機
関
､

郵
便
局
ま
た
は
県
税
事
務
所
の
窓

口
で
納
付
で
き
ま
す
｡

･
休
日
相
談
窓
口
を
設
置
し
ま
す
｡

平
日
に
金
融
機
関
や
郵
便
局
､
県

税
事
務
所
の
窓
口
で
納
付
で
き
な

い
方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
｡

①
開
設
日
時
　
5
月
2
8
･
2
9
日

午
前
8
時
3
0
分
-
午
後
5
時

②
場
　
所

県
内
す
べ
て
の
県
税
事
務
所

◆
問
合
せ
先

稲
敷
県
税
事
務
所

皿

o

2

9

-

8

9

2

-

6

1

1

1

肌

o

2

9

-

8

9

2

-

3

2

4

0

今
年
の
秋
に
播
≦
負
か
ら
､
米
･
麦
･

大
豆
の
助
成
制
度
が
変
わ
り
ま
す

今
年
の
秋
に
播
く
麦
か
ら
､

『
品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
』

に
な
り
ま
す
｡
今
後
､
米
･
麦
･

大
豆
の
生
産
者
に
対
す
る
国
の
助



広一諦かわぢ
平戊18牢5月(栃446)題

戌
が
変
わ
り
､
一
定
規
模
以
上
の

認
定
農
業
者
と
集
落
営
農
組
織
だ

け
が
支
援
の
対
象
に
な
り
ま
す
｡

詳
し
く
は
､
役
場
や
農
協
な
ど
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
｡

◇
問
合
せ
先

河
内
町
役
場
経
済
課
農
政
係

Ⅲ

8

4

-

2

1

1

1

稲
敷
農
協
西
部
経
済
セ
ン
タ
-

Ⅲ

8

4

-

2

3

8

8

県
南
地
方
総
合
事
務
所

地
域
農
業
振
興
室

皿

o

2

9

-

8

2

2

･

8

5

2

-

募
集

『
ご
近
所
の
底
力
再
生
事

業
』
助
成
の
お
知
ら
せ

県
及
び
大
好
き
い
ば
ら
き
県
民

会
議
で
は
､
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
再
生
･
活
性
化
を
図
る
た
め
､

地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
自
主
的

に
行
う
地
域
団
体
に
助
成
し
､
活

動
の
後
押
し
を
し
て
い
ま
す
｡
ぜ

ひ
､
積
極
的
に
活
用
し
て
く
だ
さ

◆
対
象
団
体

地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
行
う

団
体
･
グ
ル
-
プ
　
(
自
治
会
､
町

内
会
､
老
人
ク
ラ
ブ
､
子
ど
も
会
､

p
T
A
､
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ

鵬
○
○
軸

ル
ー
プ
な
ど
)

※
過
去
に
助
成
を
受
け
た
こ
と
の

あ
る
団
体
は
対
象
に
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
｡

◇
対
象
事
業

地
域
福
祉
や
環
境
保
全
､
青
少

年
健
全
育
成
､
防
犯
､
防
災
､
交

通
安
全
､
地
域
の
活
力
づ
く
り
な

ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

◆
内
　
容

1
団
体
･
ゲ
ル
-
プ
に
対
し
て
､

原
則
_
 
o
万
円
以
内

◆
申
請
期
限
　
(
予
定
)

6
月
_
 
6
日
　
(
金
)

◆
問
合
せ
先

〒

3

-

0

-

0

0

-

-

　

茨

城

県
水
戸
市
三
の
丸
-
･
5
･
3
8

茨
城
県
三
の
丸
庁
舎
2
階

大
好
き
　
い
ば
ら
き
県
民
会
議

皿

o

2

9

･

2

2

4

-

8

-

2

0

m
O
2
9
-
2
3
3
I
O
O
3
0

Ⅲ
≡
(
≡
¥
¥
b
∈
S
i
つ
の
S
S
ご
り
-
a
-

a
.
e
｢
∴
p
¥
d
a
i
讐
k
i
¥

税
務
職
員

(
国
家
公
務
員
Ⅲ
種
)
募
集

国
税
局
や
税
務
署
に
お
い
て
､

適
正
な
課
税
を
維
持
し
､
ま
た
租

税
収
入
を
確
保
す
る
た
め
､
国
税

に
関
す
る
調
査
や
指
導
な
ど
の
事

務
を
行
う
税
務
職
員
の
採
用
試
験

を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
｡
採

用
後
は
､
税
務
大
学
校
地
方
研
修

所
に
入
校
　
(
全
寮
制
)
　
し
､
給
与

の
支
給
を
受
け
な
が
ら
約
_
 
2
ヶ
月

間
の
研
修
を
受
け
た
後
､
税
務
署

な
ど
に
お
い
て
国
税
の
賦
課
･
徴

収
等
の
事
務
に
従
事
し
ま
す
｡

◇
受
験
資
格

昭
和
6
 
-
年
4
月
2
日
-
平
成
元

年
4
月
-
日
生
ま
れ
の
者

◆
試
験
の
程
度

高
等
学
校
卒
業
程
度

◆
申
込
受
付
期
間

6
月
2
0
日
-
6
月
2
7
日

※
消
印
有
効

◆
申
込
先
　
人
事
院
関
東
事
務
局

〒

3

3

0

-

9

7

-

2

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新

都
心
-
番
地
-

皿

o

4

8

-

7

4

0

-

2

0

0

6

◆
試
験
日
と
試
験
種
目

◎
第
1
次
試
験
　
9
月
3
日

教
養
試
験
､
適
性
試
験
及
び
作
文

◎
第
2
次
試
毀
　
-
 
o
月
-
 
2
日
-
-
 
0

月
_
 
9
日
　
(
第
1
次
試
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◆　定　例　鴨　談　◆

心配ごと相談
日　　時　6月1日休〉

6月15自体〉
午前10時一正午

場　　所　公民館第2分館

問合せ先　河内町社会福祉協議会

曾84-2830

教育相談
日　　時　日･水･木曜日　午後1時へ5時

場　　所　教育委員会事務局

問合せ先　曾84-3322

回り84-4730

成田空港に関する相談
日　　時　月→金曜日　午前9時一午後4時

場　　所　㈱ふるさとかわち事務所2階

(河内町長竿1 88)

問合せ先　茨城地域相談センタ-

1ふ84-50 1 7

〉ゝ交通事故発生状況◇
町内の交通事故4月発生状況

(前月比) (累計)

発生件数(人身事故) 1 1件(十5) (27)

死者数　　　　　　0人(±0) ( 0)

負傷者数　　　　15人(十8) (32)

竜ヶ崎警察署調べ

戸　籍　の　窓　⑧

おめでた　　　7人

おくやみ　　1 2人

転　　入　　22人

転　　出　　25人

人口･世帯/
平成18年5月1日現在

人　口　仕255人　(-8)

男　　　5,558人　(-14)

女　　　5,697人　(十6)

世帯数　　3,40了世帯(+5)

役　　　　　　　場

創4-2111教育議会学撒育G創4-3322

圃84-4357事務局生涯学習G認諾13

都　市上下水道G創4-2361福祉センタ〇割4-3699
整備課建設離G郡4-2921保俊センタ-884-4486

つ　つ　み　会　館曾86-3740給食セ　ン　タ　-宙84-2845

地軸括支援センタ-郡0-40了1肪(峯‡藷)ち郵4-2212

4日禁o!95_?91!_=3.3議書6?_i譜31まニック禁4F_#3富苧外科

11日禁2(9:8)9��#3"�｣��$剃ｨﾋ�684雜Yw8ﾆ�､��
曾64-6111

18日祭2�仭3�&e�$i}ｹ�ヨ���3C�3�T｣$X684�

25日
竹尾医院　　　　薬子内科循環器科aやか網整跡駒IJニック

曾0297-86-2436 8 64-31 05　　　8 62-3761

※休日当番医は変更することがあります｡

診療を受ける際は､必ず電話でご確認ください｡

｣二三三重電堕電卓締高
資　源　回　収　日 ｣｣ 燃えないごみ収集日

A地区13･27　C地区　6･20　A地区　　　　C地区

10

B地区　8.22 D地区219.15 B地区　　D地区

童画
24

全地区　毎週月･水･金曜日　　　6月中の予約-7月l目

広敷かわぢ
平必18争,5ノブ(¥a｣｣6)


